
新潟市立地適正化計画（案） 概要版

◇中枢的な業務・商業機能が集積する都市の象徴的な市街地
◇様々な魅力・交流から新たな情報や文化が創造・発信される拠点
◇高次都市機能が集積した「都市の顔」に例えられる中心的なまちなか

(1)(1) 重点エリア、機能集積エリア重点エリア、機能集積エリア

３ 各エリアのまちづくりの方向性

都心軸（新潟駅～古町）
中枢的な業務・商業機能が集積され、多くの人々
やモノが集まる好循環を生み出す地域

平成29年2月22日
第5回 持続可能な都市づくり懇談会

資料１

１ 立地適正化計画制度とは ～コンパクト・プラス・ネットワーク～

★平成26年8月、都市
再生特別措置法が一
部改正され立地適正

○市街化区域において、まちなか等を対象に望まれる都市機能を適正に
誘導するとともに、公共交通と連動した良好な居住誘導を図るもの。

○まちづくり・福祉・子育て等に対して、
国の支援制度を活用すること
ができる。

役割

○都市と農村が交流・連携する新潟らしいコンパクトなまちを目指し、

３つのまちづくりの方針を定め、適正な土地利用を緩やかに誘導する。

２ まちづくりの取組方針
①古町地区
②万代地区
③新潟駅周辺地区（万代口）
④新潟駅周辺地区（南口）
⑤万代島地区

重点エリア重点エリア

①白山周辺地区
②新光町・美咲町
地区

機能集積エリア機能集積エリア

交流軸（万代～万代島）
萬代橋周辺のやすらぎ堤や港といった本市の個性
をさらに磨き上げ、賑わいを創出する地域

部改正され立地適正
化計画が制度化

★全国の約290都市が
計画策定に取組む

◇ それぞれの地域で育まれてきた歴史や個性を持ち、中心を担ってきた要衝
◇古くから地域の拠点としての市や商店街などが存在してきた地域の核
◇各区（生活圏）の中心であり、まちなかを形成する市街地
◇日常生活での人の出会いや顔が見える場としての身近な交流拠点

○生活圏（区）の自立性、暮らしの利便性、
多世代の暮らしの魅力を高めるため、
人との出会いや顔が見えるまちなかの
形成に向け、都市機能の充実・強化を
図る。

(2)(2) 各区のまちなかエリア各区のまちなかエリア 役割

・鉄道駅や商店街、公共施設等をつなぐ、歩いて
暮らせるまちづくりの推進
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(4)(4) 田園暮らし奨励エリア田園暮らし奨励エリア(3)(3) 居住を奨励するエリア・既存市街地居住を奨励するエリア・既存市街地

○利便性や都市基盤等を活かし、多様な世代が
居住地として選択する魅力を充実させていく。

○農業後継者や田園の「食」産業を支える就業者の継続的
な移住も想定し、集落の充実・活性化を図る。

暮らせるまちづくりの推進

・空き店舗・空き家・空き地の活用

・子育て・健康づくり支援拠点機能の充実

・公共施設の多機能化や複合化施設への転換など

移住・定住の促進など空き家・空き地の利活用の促進など



４ 都市機能誘導区域・居住誘導区域の設定

○ 市街化区域において、都市機能誘導区域及び居住誘導区域を設定

◆都市機能誘導区域
医療 福祉 商業等の都市機能を都市の中心的な拠凡 例

◆居住誘導区域
人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口
密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティ
が持続的に確保されるように居住を誘導すべき区域

医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心的な拠
点や生活の拠点に誘導し集約することにより、これらの
各種サービスの効率的な提供を図る区域

５ 都市機能誘導施設の設定

都市機能誘導施設
重点
エリア

機能集積
エリア

商 業 ・延べ床面積3 000㎡以上の店舗 ○ ○

６ 届出制度について

○強制力のある規制ではなく、届出を通じて適正な土地利用
を緩やかに誘導する。

凡 例

居住を奨励するエリア

◆都市機能誘導区域
区域外において都市機能誘導施設を整備する建築・開発行為につ
いて届出が必要

◆居住誘導区域
区域外において以下の建築・開発行為は届出が必要

【建築行為】
○３戸以上の住宅の新築
○３戸以上の住宅とする改築又は用途変更

【開発行為】
○３戸以上の住宅目的の開発行為
○１戸又は２戸の住宅目的の1,000㎡以上の開発行為

商 業 ・延べ床面積3,000㎡以上の店舗 ○ ○

医 療 ・200床以上の病院 ○ ○

教 育 ・大学や専門学校（サテライトキャンパスを含む） ○ －

交 流
・国際コンベンション施設等 ○ －

・アリーナ、芸術文化会館等 ○ ○

安 心
安 全
(行政)

・広域行政施設 － ○

・その他行政施設 ○ －

その他

・複合施設

下記のうち３種類以上の機能を有する施設

①商業 ②医療 ③教育 ④交流 ⑤安心安
全（行政） ⑥高齢者福祉 ⑦子育て

○ ○
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田園暮らし奨励エリア


